






 
 

「大阪府学校支援人材バンク」設置要綱 
 
（趣 旨） 
第１条 優れた知識や技能を有する多様な人材を学校教育に活用することにより、児童・生徒に感動 
を与え、学習意欲や将来への夢を育む観点から、学校等に対し、対象となる人材に関する情報を提 
供するため、大阪府教育委員会（以下「府教育委員会」という。）に「大阪府学校支援人材バンク」
（以下「人材バンク」という。）を設置する。 

 
（対象となる人材） 
第２条 人材バンクの対象となる人材は、優れた知識や技能を有し、かつ、公立学校の教育活動に携 
わるにふさわしい熱意及び識見を有する者で、公的団体その他の府教育委員会が適当と認める団体 
からの推薦を受けたものとする。 

 
（登 録） 
第３条 府教育委員会は、前条に規定する者からの申請に基づき、当該申請者の承諾を得たうえで、  
人材バンクへの登録を行うものとする。 

２ 人材バンクに登録された者（以下「登録者」という。）は、前項に規定する申請の内容（以下「  
申請内容」という。）に変更が生じた場合、または、人材バンクへの登録を希望しなくなった場合  
には、速やかに、府教育委員会に対して、その旨を届け出るものとする。 

 
（登録期間） 
第４条 登録期間は、登録した日から２年以上で３年を超えない期間内の３月31日までとする。 
２ 登録者が前項に規定する登録期間内に活用された実績がある場合、登録期間満了時に再登録され 
たものとみなす。 

３ 登録者が第１項に規定する登録期間を超えて登録を希望する場合、大阪府学校支援人材バンク登 
録申請書（様式第１号）により、登録期間満了時までに再登録することができる。 

 
（登録者リストの作成等） 
第５条 府教育委員会は、登録者の申請内容に基づき登録者リスト（以下「リスト」という。）を作 
成し、大阪府学校支援人材バンクシステムを通じ、あらかじめ承認を与えた学校等に対し、リスト 
に記載された情報の提供を行う。 

 
（登録者の活用方法等） 
第６条 登録者を活用しようとする学校の校長は、当該登録者に対し、事前に活用内容等を説明のう 
え、同意を得るものとする。 

２ 登録者は、校長の指示の下、当該学校の授業、部活動等において、教員と連携して教育活動に従 
事する。 

３ 校長は、登録者の活用後、当該活用実績について府教育委員会に報告するものとする。 
 
（登録の抹消等） 
第７条 府教育委員会は、登録者の申請内容に虚偽の記載があった場合、または、公立学校の教育活 
動に携わるにふさわしくないと認められる行為があった場合には、当該登録者の登録を取り消すこ 
とができる。 

２ 府教育委員会は、必要に応じて、リストの内容を訂正、削除することができる。 
３ 府教育委員会は、登録者が自己に係るリストの内容を開示請求しようとするときは、これに応じ 
 なければならない。 
 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクの実施に必要な事項は別に定める。 
 
附 則 
 この要綱は、平成11年７月１日から施行する。 
附 則 
 この要綱は、平成19年11月１日から施行する。 


